
告示第３４号 

 

大蔵村職員の人事行政の運営等の状況の公表について 

 

 大蔵村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第４条の規定に基づき、令和

元年度における人事行政の運営状況の概要を次のとおり公表する。 

 

  令和２年１２月２４日 

 

大蔵村長  加 藤 正 美 

 

 

１．職員の任免及び職員数に関する状況 

 （１） 部門別職員数の状況と主な増減理由（各年 4月 1日現在） 

※職員数は一般職に属する職員数です。 

 

 

 

区分 

部門 

職 員 数（人） 対前年 

増減数 

主な増減理由 

平成 30 年 令和元年 

一般行政 

部  門 

議 会 

総務企画 

税 務 

民 生 

衛 生 

農 林 

商 工 

土 木 

1 

14 

5 

18 

14 

8 

2 

5 

 

1 

14 

5 

19 

15 

8 

2 

5 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

調理師の欠員補充 

看護師の欠員補充 

小 計 67 69 2  

特別行政 

部  門 

教 育 12 12   

小 計 12 12   

企画企業

等会計部

門 

水道 

下水道 

その他 

（国保・後期

高齢・介護） 

2 

1 

4 

 

2 

1 

4 

 

  

小 計 7 7   

合  計 86 88 2  



（２） 採用者数の状況 

職種区分 平成 30年度 令和元年度 増減 

一般行政職 2人 0人 ▲2 

保育士 1人 1人  

歯科衛生士 1人 0人 ▲1 

看護師 0人 1人 1 

歯科助手 0人 1人 1 

調理師 0人 1人 1 

合計 4人 4人 0 

 

（３） 退職者数の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 再任用者数の状況 

  平成 30年度、令和元年度とも職員の再任用はありませんでした。 

 

（５） 採用試験の実施状況（令和元年度実施） 

職種区分 受験者数 最終合格者数 

一般行政職 15人 3人 

 

 

２．職員の人事評価の状況 

（１）評価する事項 

イ 能力評価 

   評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された

職員の能力を客観的に評価する。 

ロ 業績評価 

   職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組に

より、その業務上の業績を客観的に評価する。 

（２）評価機関  

 毎年４月１日から翌年３月３１日まで 

（３）人事評価の手続き 

職種区分 平成 30年度 令和元年度 増減 

一般行政職 1人 2人 1 

保育士 0人 0人  

看護師 0人 0人  

歯科衛生士 0人 0人  

調理師 0人 0人  

歯科助手 1人 0人 ▲1 

合計 2人 2人  



 イ 目標設定 

   被評価者と期首面談を行い、業務に関する目標を定める。 

 ロ 評価 

   被評価者が自己申告を行い、それを受けて評価者が５段階の評語付与による

評価を行う。 

ハ 評価結果の開示 

   評価者は、期末面談を行い被評価者に評価結果を開示する。 

 ニ 苦情等への対応 

   人事評価の結果等に関する職員の苦情等に対応するため、苦情相談及び苦情

処理の手続きを設ける。 

 

３．職員の給与の状況 

（１）人件費の状況（普通会計決算） 

※人件費には、特別職（村長・議長など）に支給される給料、報酬等を含みます。 

 

（２）職員給与費の状況（普通会計決算） 

区分 
職員数 

Ａ 

給与費 一人当た

り給与費 

Ｂ／Ａ 
給料 職員手当 

期末勤勉

手当 

計 

Ｂ 

元年度 81 
千円 

293,904 

千円 

63,215 

千円 

117,177 

千円 

474,296 

千円 

5,784 

※職員手当には、退職手当を含みません。 

 職員数は、平成 31年 4月 1日現在の人数です。 

 

（３）職員の平均年齢、平均給料及び平均給与月額の状況（平成 31年 4月 1日現在） 

区分 一般行政職 技能労務職 

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

大蔵村 41.1歳 316,100円 391,100円 42.1歳 275,700円 291,650円 

山形県 44.0歳 339,200円 420,353円 50.7歳 337,600円 379,923円 

 

（４）職員の初任給の状況（平成 31年 4月 1日現在） 

区   分 大蔵村 山形県 国 

一般行政職 大学卒 172,800円 183,600円 180,700円 

高校卒 150,800円 150,800円 148,600円 

技能労務職 高校卒 144,000円 146,200円 － 

中学卒 132,200円 134,200円 － 

区分 住民基本台帳人口

（元年度末） 

歳出額 

Ａ （千円） 

実質収支 

（千円） 

人件費 

Ｂ （千円） 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

前年度の人

件費率 

元年度 3,140人 4,336,735 99,670 764,169 17.6 19.6 



（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成 31年 4月 1日現在） 

区分 経験年数 10年 経験年数 20年 経験年数 25年 

一般行政職 大学卒 － 343,050円 375,200円 

高校卒 － － 356,900円 

技能労務職 高校卒 － 290,100円 － 

 

（６）一般行政職の級別職員数の状況（平成 31年 4月 1日現在） 

区分 標準的な職務内容 職員数（人） 構成比（％） 

1級 主事補・主事 9 18.7 

2級 主任 6 12.5 

3級 係長 10 20.8 

4級 主査 11 22.9 

5級 補佐 3 6.3 

6級 課長等 9 18.8 

 

（７）職員の手当の状況 

イ 期末手当・勤勉手当（平成 31年 4月 1日現在）       （月分） 

区 分 大蔵村 山形県 国 

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 

６月期 1.3 0.925 1.275 0.9 1.3 0.925 

１２月期 1.3 0.975 1.275 0.95 1.3 0.975 

計 2.60 1.9 2.55 1.85 2.60 1.9 

 

ロ 退職手当（平成 31年 4月 1日現在）             （月分） 

区分 大蔵村 国 

自己都合 応募認定・定年 自己都合 応募認定・定年 

支給率 勤続 20年 19.6695 24.586875 19.6695 24.586875 

勤続 25年 28.0395 33.27075 28.0395 33.27075 

勤続 35年 39.7575 47.709 39.7575 47.709 

最高限度額 47.709 47.709 47.709 47.709 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 2～45％加算 定年前早期退職特例措置 2～45％加算 

１人当たり平均支給額 22,374千円 － 

※１人当たり平均支給額は、令和元年度の実績 

 

 

 

 



ハ 地域手当（令和元年度） 

支給実績 2,245千円 

支給職員１人当たり平均支給年額 1,123千円 

支給対象 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

医師、歯科医師 16％ 2人 16％ 

 

ニ 特殊勤務手当（令和元年度） 

支給実績 12,050千円 

支給職員１人当たり平均支給年額 6,025千円 

職員全体に占める手当支給職員の割合 2.3％ 

手当の種類 2 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

研修手当 医師、歯科医師 

先進技術を取得し、医療

活動の活性化を図るため

の研修に従事したとき 

月額 200,000円 

医師手当 医師、歯科医師 
医師、歯科医師が医療に

従事したとき 
月額 400,000円以内 

 

ホ 時間外勤務手当 

支給実績（元年度決算） 24,978千円 

支給職員 1人当たりの平均支給年額（元年度決算） 328千円 

支給実績（30年度決算） 20,773千円 

支給職員 1人当たりの平均支給年額（30年度決算） 281千円 

 

ヘ その他の手当 

手当名 内容及び支給単価 国 の 制

度 と の

異同 

国の制度

と異なる

内容 

支給実績 

（元年度決算） 

支給職員 1

人当たり平

均支給年額 

扶 養 手 当      扶養親族を有する職員の生計費の

補てんを目的とする手当  

・配偶者及び父母等  6,500 円  

・扶養親族たる子  10,000円  

・扶養親族たる子のうち満１６歳

の年度初めから満２２歳の年度末

までの子につき 5,000円加算（月

額） 

同  10,608千円 265千円 



住 居 手 当      借家又は借間に居住し、一定額を

超える家賃を支払っている職員に

対して支給される手当  

・借家：家賃に応じた額（ 27,000

円限度）  

・単身赴任手当受給職員で配偶者

が借家に居住する場合、上記の額

の２分の１（月額）  

同  2,161千円 309千円 

通 勤 手 当      通勤のため交通機関等を利用し、

又は自動車等を利用する職員に対

して通勤費の一部を補てんするた

めに支給される手当  

・交通機関利用者：運賃等相当額

（月額・最高 55,000円）  

・交通用具使用者：通勤距離区分

に応じた定額（月額・最高 37,200

円）  

異 【国の制度】 

交通用具使

用者の手当

額（月額・最

高 31,600

円） 

5,746千円 108千円 

管理職手当 管理又は監督の地位にある職員に

対して、その職務の特殊性に基づ

き、支給される手当  

・所長、総務課長   51,900円  

・医長   46,900円  

・その他の課長等  41,600円  

同  6,301千円 525千円 

初任給調整

手当  

専門的知識を必要とし、かつ、採

用による欠員補充が困難と認めら

れる職（医師）に対し、支給され

る手当（月額・最高 368,000円）  

同  5,455千円 2,728千円 

単身赴任手当 公署を異にする異動等により転居

し、配偶者と別居し単身で生活す

ることを常況とする職員に対して

支給される手当  

・基礎額（ 30,000円）＋距離区分

に応じた加算額（最高 58,000円）

（月額）  

同  0 千円 0 円 

休日勤務手当 祝日法による休日等に勤務した職

員に対して支給   ・１時間当た

りの単価×１００分の１３５×勤

務時間数  

同  0 千円 0 円 

夜間勤務手当 正規の勤務時間として深夜に勤務

した職員に対して支給される手当  

・１時間当たりの単価×１００分

の２５×勤務時間数  

同  0 千円 0 円 

宿日直手当 宿直勤務又は日直勤務をした職員

に対して支給される手当       

・支給区分に応じた定額（１回当

たり最高・医師等 20,000円）  

同  0 千円 0 円 



管理職員特

別勤務手当 

管理職員が臨時又は緊急の必要等

により勤務を要しない日又は休日

に勤務した場合に支給される手当  

・管理職手当の支給割合に応じた

定額（１回当たり最高・ 12,000円

）  

同  0千円 0千円 

寒冷地手当 寒冷地に在勤する職員の生計費が

寒冷積雪のため暖房用燃料費等、

著しく増嵩するために、設けられ

た手当  

・支給対象地域に在勤する職員の

世帯区分に応じた定額（月額・最

高 17,800円）  

同  5,858千円 67千円 

災害派遣手当 災害対応対策又は災害復旧のため

、災害対策基本法等により国の行

政機関あるいは他の地方公共団体

から派遣された職員に対して支給  

・滞在日数等に応じた定額（日額

・最高 6,620円）  

同  0 千円 0 円 

 

（８）ラスパイレス指数の状況 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

97.2 99.3 99.2 99.6 98.7 

※ラスパイレス指数とは、国家公務員の給料水準を 100とした場合の本村の水準を示す指数 

 

（９）特別職の報酬等の状況（平成 31年 4月 1日現在） 

区 分 報酬等月額 期末手当 

給 料 

村 長   820,000円 6月期  1.65月分 

12月期  1.70月分 

計   3.35月分 

副村長   620,000円 

教育長   575,000円 

報 酬 

議 長   310,000円 6月期  1.65月分 

12月期  1.70月分 

計   3.35月分 

副議長   250,000円 

議 員   230,000円 

 

４．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

（１）勤務時間の状況 

区分 勤務時間等 

勤務を要する日 毎週月曜日から金曜日までの 5 日間（国民の祝日及び 12

月 29日から 1月 3日までを除く） 

勤務時間 8：30～17：15（休憩時間 12：00～13：00） 

（２）職員の休暇制度 

イ 年次有給休暇 

 １年につき 20 日付与（未取得日数分は 20 日を上限に、翌年に限り繰越し可能） 



ロ 病気休暇 

負傷又は疾病の区分 期間 

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤（地方公務員災害補

償法（昭和42年法律第121号）第2条第2項及び第3項に規定

する通勤をいう。）による負傷若しくは疾病 

必要と認められる期間 

(2) (1)に掲げるもの以外の負傷又は疾病   

      

  イ 結核性疾患 1年以内で必要と認められる

期間 

ロ 高血圧病（脳卒中を含む。）、動脈硬化性心臓病及

び悪性新生物による疾病並びにその他の慢性疾患で任

命権者が特に必要と認めるもの 

180日以内で必要と認められ

る期間 

ハ 精神及び神経に係る疾病で任命権者が特に必要と認

めるもの 

  

ニ イからハまでに掲げるもの以外の負傷又は疾病（予

防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含

む。） 

90日以内で必要と認められ

る期間 

(3) 負傷又は病気により休職を命ぜられた職員が復職後にお

いて、又は病気休暇を与えられた職員が、休暇の期間満了

後において、なお普通勤務が困難な場合 

60日以内で必要と認める期

間中1日につき必要と認めら

れる時間 

 

ハ 特別休暇 

事由 期間 

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を

行使する場合 

必要と認められる期間 

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等

として国会、裁判所、地方公共団体の議会

その他官公署へ出頭する場合 

必要と認められる期間 

(3)  職員が骨髄移植のための骨髄若しくは

末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の

提供希望者としてその登録を実施する者に

対して登録の申出を行い、又は配偶者、父

母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植

のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のた

め末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申

出又は提供に伴い必要な検査、入院等のた

め勤務しないことが相当であると認められ

るとき 

必要と認められる期間 

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで

次に掲げる社会に貢献する活動（専ら親族

に対する支援となる活動を除く。）を行う

場合で、その勤務しないことが相当である

一の年において5日の範囲内の期間 



と認められるとき 

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模

の災害が発生した被災地又はその周辺の

地域における生活関連物資の配布その他

の被災者を支援する活動 

ロ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホ

ームその他の主として身体上若しくは精

神上の障害がある者又は負傷し、若しく

は疾病にかかった者に対して必要な措置

を講ずることを目的とする施設であって

規則で定めるものにおける活動 

ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上

若しくは精神上の障害、負傷又は疾病に

より常態として日常生活を営むのに支障

がある者の介護その他の日常生活を支援

する活動 

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行そ

の他の結婚に伴い必要と認められる行事等

のため勤務しないことが相当であると認め

られるとき 

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1

月を経過する日までの期間内において連続

する5日の範囲内の期間 

(6) 8週間（多胎妊娠の場合にあっては、14

週間）以内に出産する予定である女性職員

が申し出た場合 

出産の日までの申し出た期間 

(7) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日まで

の期間（産後6週間を経過した女性職員が就

業を申し出た場合において医師が支障ない

と認めた業務に就く期間を除く。）この場

合においては産前休暇が8週間に満たないと

きは、当該残余日数を産後休暇に加えるこ

とができる。ただし、産後休暇は、10週間

をこえることはできない。 

(8) 職員が生後1年に達しない子を育てる場

合 

1日2回それぞれ30分以内の時間（男性職員

にあっては、子の当該職員以外の親が当該

職員がこの項の休暇を使用しようとする日

におけるこの項の休暇（これに相当する休

暇を含む。）を承認され、又は労働基準法

（昭和22年法律第49号）第67条の規定によ

り同日における育児時間を請求した場合

は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は

請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時

間を超えない時間） 



(9) 女性職員の生理 必要と認められる期間 

(10) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎

児の健康の保持に影響があると認められる

場合において、当該職員が適宜休息し、又

は補食するために勤務しないことが相当で

あると認められるとき 

必要と認められる時間 

(11) 妊産婦である女性職員が母子保健法

（昭和40年法律第141号）第10条に規定する

保健指導又は同法第13条に規定する健康診

査を受ける場合 

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週

から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週

から出産までは1週間に1回、産後1年までは

その間に1回（医師等の特別の指示があった

場合には、いずれの期間についてもその指

示された回数）について、それぞれ、1日の

正規の勤務時間の範囲内で必要と認められ

る時間 

(12) 妊娠中の女性職員の通勤に利用する交

通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康

の保持に影響があると認められる場合 

正規の勤務時間の始め又は終わりにつき1日

を通じて1時間以内でそれぞれ必要と認めら

れる時間 

(13) 職員の妻（届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。）が出

産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要

と認められる入院の付添い等のため勤務し

ないことが相当であると認められるとき 

職員の妻が出産するため病院に入院する等

の日から当該出産の日後2週間を経過する日

までの期間内における2日の範囲内の期間 

（13の2） 職員の妻が出産する場合であって

その出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合に

あっては、14週間）前の日から当該出産の

日後8週間を経過する日までの期間にある場

合において、当該出産に係る子又は小学校

就学の始期に達するまでの子を養育する職

員が、これらの子の養育のため勤務しない

ことが相当であると認められるとき 

当該期間において5日の範囲内の期間 

(14) 中学校就学の始期に達するまでの子

（配偶者の子を含む。以下この号において

同じ。）を養育する職員が、その子の看病

（負傷し、若しくは疾病にかかったその子

の世話又は疾病の予防を図るために必要な

その子の世話を行うことをいう。）のため

勤務しないことが相当であると認められる

場合 

一の年において5日（その養育する中学校就

学の始期に達するまでの子が2人以上の場合

にあっては、10日）の範囲内の期間 



(15) 条例第15条第1項に規定する日常生活を

営むのに支障がある者（以下「要介護者」

という。）の介護その他規則で定める世話

を行う職員が、当該世話を要しないことが

相当であると認められる場合 

一の年において5日（要介護者が2人以上の

場合にあっては、10日）の範囲内の期間 

(16) 職員の親族（次に掲げる親族に限

る。）が死亡した場合で、職員が葬儀、服

喪その他の親族の死亡に伴い必要と認めら

れる行事等のため勤務しないことが相当と

認められるとき 

親族に応じ、次に掲げる連続する日数（葬

儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、

往復に要する日数を加えた日数）の範囲内

の期間 

      

  配偶者 10日 

父母 7日 

子 5日 

祖父母 3日（職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承

継を受ける場合にあっては、7日） 

孫 3日 

兄弟姉妹 3日 

おじ又はおば 1日（職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承

継を受ける場合にあっては、7日） 

父母の配偶者又は配偶者の父母 3日（職員と生計を一にしていた場合にあっ

ては、7日） 

子の配偶者又は配偶者の子 1日（職員と生計を一にしていた場合にあっ

ては、5日） 

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 1日（職員と生計を一にしていた場合にあっ

ては、3日） 

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹   

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者の

おじ若しくはおば 

1日 

(17) 職員が父母、配偶者及び子の追悼のた

めの特別な行事のため勤務しないことが相

当であると認められる場合 

1日の範囲内の期間 

(18) 職員が夏季における盆等の諸行事、心

身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充

実のため勤務しないことが相当であると認

められる場合 

一の年の7月から9月までの期間における、

週休日、第8条第1項の規定により割り振ら

れた勤務時間の全部について時間外勤務代

休時間が指定された勤務日等、休日及び代

休日を除いて原則として連続する3日の範囲

内の期間 

(19) 感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律（平成10年法律第114

必要と認められる期間 



号）に基づく健康診断、就業制限又は交通

の制限若しくは遮断のため勤務しないこと

がやむを得ないと認められる場合 

(20) 地震、水害、豪雪その他の災害により

職員の現住居が滅失し、若しくは損壊した

場合又はそれらのおそれがある場合で、職

員が当該住居の復旧作業等のため勤務しな

いことが相当であると認められるとき 

15日（おそれがある場合は3日）の範囲内の

期間 

(21) 地震、水害、火災その他の災害又は交

通機関の事故等により出勤することが著し

く困難であると認められる場合 

必要と認められる期間 

(22) 地震、水害、火災その他の災害時にお

いて、職員が退勤途上における身体の危険

を回避するため勤務しないことがやむを得

ないと認められる場合 

必要と認められる期間 

 

ニ 介護休暇 

職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等が、負傷、疾病又は老齢により２週間

以上介護を必要とする場合。３回を超えず、かつ、通算して６月を超えない範囲内

で指定する期間（無給） 

 

ホ 介護時間 

職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等が、負傷、疾病又は老齢により２週間

以上介護を必要とする場合。連続する３年の期間で 1日につき２時間の範囲（無給） 

 

５．職員の休業の状況 

育児休業制度は，子を養育する職員が，出産・育児を契機に離職することなく勤

務を継続することを促進し，もって職員の福祉を増進するとともに，行政の円滑な

運営に資することを目的として設けられています。 

 

  

 

 

 

 

６．職員の分限及び懲戒処分の状況 

（１）分限処分の状況 

区 分 免 職 休 職 降 任 降 給 

処分者数 ０ 0 ０ ０ 

「分限処分」は、公務能率確保の観点から、本人の意に反し、本人の身分を不利益

に変動させる処分です。 

 育児休業 部分休業 育児短時間勤務 

男性 0人 0人 0人 

女性 3人 0人 0人 

計 3人 0人 0人 



免職・・・職員としての身分を失わせる処分 

休職・・・一定期間職務に従事させない処分 

降任・・・現在の職位よりも下位の職位に下げる処分 

降給・・・現在の給料の額よりも低い額に下げる処分 

 

（２）懲戒処分の状況 

 

 

 

「懲戒処分」は、職員の一定の義務違反に対し、職員の道義的責任を問うことによ

り公務の規律と秩序を維持することを目的とする制裁的な処分です。 

  免職 …職員としての身分を失わせる処分 

  停職 … 一定期間職務に従事させない処分 

  減給 … 一定期間、現在の給料の額から一定割合を減額する処分 

戒告 … 職員の義務違反の責任を確認するとともに将来を戒める処分 

 

７．職員の服務の状況 

(1) 営利企業等への従事許可 

地方公務員法の規定により、職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利企業

の役員等への就任、自ら営利企業を営むこと、及び報酬を得て事業に従事すること

ができません。これは、職員の職務専念義務が損なわれることを未然に防止するた

め、また、職務の公正を確保し、職の信用を保持するための規制措置です。 

 

(2) 職務専念義務の免除 

地方公務員法の規定により、法律又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、

職員は、勤務中、職務に専念する義務が課せられています。例外的に、職務専念義

務が免除される場合の主な例として次のものがあります。 

・研修を受ける場合 

・厚生に関する計画の実施に参加する場合 

・村の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合 

・職務に関連ある国家公務員又は、他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、

その職務を行う場合 

・村行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の

地位を兼ね、その事務を行う場合 

・職務遂行上必要な教養を目的とする講習会、講演会、その他これらに類するもの

であって国、地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合 

・国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて、講演又は講義

を行う場合 

・職務遂行上必要な国、地方公共団体の実施する競争試験、その他の試験を受ける

場合 

・大学の通信教育の面接指導を受ける場合 

区 分 免 職 停 職 減 給 戒 告 

処分者数 ０ ０ ０ ０ 



８．職員の退職管理の状況 

 地方公務員法の規定により地方公共団体においては職員の退職管理に関する事

項を条例等で定め、適正な管理を行うこととされており、本村では、大蔵村職員の

退職管理に関する条例及び大蔵村職員の退職管理に関する規則を制定し、元職員に

よる働きかけの規制等、適正な退職管理の取り組みを行っている。 
 
  職員の再就職の状況（令和元年度末現在） 

条例に基づく届

出をした人数 

再就職先 

営利企業 関係団体 その他 

０人 ０人 ０人 ０人 

  ※対象者は、在職時に規則で定める課長級以上の職にあり、離職後２年以内の者のうち、

営利企業等に再就職した者 

 

９．職員の研修の状況（令和元年度） 

区分 研修内容 受講者数 

山形県市町村職員研修所 
一般研修 2名 

専門・実務研修 15名 

その他 新規採用職員研修 4名 

 

 

１０．職員の福祉及び利益の保護の状況 

（１）職員の福利厚生事業の概要 

イ．保健事業の概要 

事業名 事業の概要 実施主体 

健康診断 定期健康診断・がん検診 村・共済組合 

人間ドック等

助成 

１泊２日人間ドック、脳ドック、ＰＥＴ検診、

インフルエンザ予防接種の助成 

村・共済組合 

互助会 

メンタルヘル

スケア 

産業医による相談医の設置 

ストレスチェック 

健康ホットライン 24時（電話相談） 

村・共済組合 

 

 

ロ．給付事業の概要 

事項 共済組合 互助会 

職員が病気やけがをした

とき 

法定医療給付 

高額療養費 

傷病手当金 

一部負担金補助金 



職員が出産したとき 出産費  

職員が死亡したとき 埋葬料 

埋葬附加金 

遺族共済年金 

弔慰金 

 

 

（２）公務災害の状況（令和元年度） 

 認 定 件 数 

公務災害 ０ 

通勤災害 ０ 

合 計 ０ 

 

（３）公平委員会事務の委託に係る山形県人事委員会の業務の報告 

イ．勤務条件に関する措置の要求の状況 

平成 30年度末 

係属件数 

令和元年度中 

要求件数 

令和元年度中処理件数 令和元年度末 

係属件数 却 下 判 定 

0 0 0 0 0 

地方公務員法の規定に基づき、職員から給与、勤務時間その他の勤務条件に関す

る措置の要求があった場合に、これを審査し、判定を行い、その結果、要求が適当

なものと判定した場合には、権限を有する機関に必要な勧告を行います。 

ロ．不利益処分に関する不服申し立ての状況 

地方公務員法の規定に基づき、職員から、懲戒その他その意に反する不利益な処

分について不服申し立てがあった場合に、これを審査し、不服申し立てに理由があ

ると認めた場合は、処分の取り消し、修正の裁決を行い、また、必要がある場合に

は、処分者に対し、職員がその処分によって受けた不当な取り扱いを是正するため

の指示を行います。 

 

平成 30年度末 

係属件数 

令和元年度中 

要求件数 

令和元年度中処理件数 令和元年度末 

係属件数 却 下 判 定 

0 0 0 0 0 


